
北海道宗谷海区　定置漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

豊富さけ定第１号 内藤良孝ほか6名 天塩郡豊富町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１）敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

豊富さけ定第２号 内藤良孝ほか6名 天塩郡豊富町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１）敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

豊富さけ定第３号 内藤良孝ほか6名 天塩郡豊富町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１）敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

稚さけ定第１号 川村隆英 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から４分の３以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

稚さけ定第２号 岡部繁 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

稚さけ定第３号 森本肇 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

稚さけ定第４号 鎌田拓晋ほか1名 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

稚さけ定第５号 石垣拓真 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

稚さけ定第６号 稚内漁業協同組合 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から４分の３以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

漁場の区域



稚さけ定第７号 村上進也ほか2名 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

稚さけ定第８号 吉田勝也 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

稚さけ定第９号 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

稚さけ定第１０号 鈴木正美 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１）敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

稚さけ定第１１号 須藤義光ほか7名 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

稚さけ定第１２号 萬金直承ほか1名 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月６日までの間は中網を、９月３日から９月８日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

稚さけ定第１３号 石塚正範ほか2名 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月６日までの間は中網を、９月３日から９月８日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

稚さけ定第１４号 若狹利雄 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

稚さけ定第１５号 石井啓太 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月６日までの間は中網を、９月３日から９月８日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

稚さけ定第１６号 冨澤暢ほか1名 稚内市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



猿さけ定第１号 沖野平昭ほか13名 宗谷郡猿払村地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

猿さけ定第２号 長谷川嵩ほか3名 宗谷郡猿払村地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

猿さけ定第３号 藤本隆治ほか1名 宗谷郡猿払村地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月６日までの間は中網を、９月３日から９月８日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

猿さけ定第４号 猿払鮭鱒漁業株式会
社

宗谷郡猿払村地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月６日までの間は中網を、９月３日から９月８日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

猿さけ定第５号 猿払鮭鱒漁業株式会
社

宗谷郡猿払村地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月６日までの間は中網を、９月３日から９月８日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

猿さけ定第６号 前田聖子ほか2名 宗谷郡猿払村地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月６日までの間は中網を、９月３日から９月８日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

浜頓さけ定第１号 頓別漁業協同組合ほ
か100名

枝幸郡浜頓別町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月６日までの間は中網を、９月３日から９月８日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

浜頓さけ定第２号 頓別漁業協同組合ほ
か100名

枝幸郡浜頓別町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月６日までの間は中網を、９月３日から９月８日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

浜頓さけ定第３号 頓別漁業協同組合ほ
か100名

枝幸郡浜頓別町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月６日までの間は中網を、９月３日から９月８日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第１号 成田貴紀ほか4名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



枝さけ定第２号 大平誠ほか8名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第３号 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から４分の３以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第４号 加藤雅教ほか6名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第５号 海老名佳生ほか12名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第６号 炭谷政一ほか13名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第７号 白渡正利ほか9名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第８号 能澤昭ほか4名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第９号 野坂英和ほか6名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月６日までの間は中網を、９月３日から９月８日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第１０号 桔梗宏幸ほか14名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第１１号 高橋壮二郎ほか8名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第１２号 種田敦ほか11名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



枝さけ定第１３号 小室克之ほか9名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１）敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第１４号 松谷仁ほか29名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月６日までの間は中網を、９月３日から９月８日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第１５号 松谷仁ほか29名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第１６号 大星功一ほか12名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第１７号 大星功一ほか12名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第１８号 髙橋俊彦ほか8名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第１９号 細川博喜ほか11名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第２０号 浅利義美ほか11名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

枝さけ定第２１号 袖岡高明ほか8名 枝幸郡枝幸町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。






































































































